












研究Ⅰ 

精神遅滞の受診経路について,大阪市における保健所で追跡管理している症例については

すでに報告した。その後小児保健センター精神神経受診児について,同様の問題を最初に疑

い受診するところ,今までよく相談に応じてもらえたところ,これからも相談したいところ

の三面から check を行いその対比を検討した。 

成績は表 1にしめしたように,精神受診を要する児も心身障害児全般と同様，病院外来・医

院・その他に受診相談をもちかけており,精神神経科を標傍する科以外の医師も精神遅滞な

ど精神科・神経科的対応を要求されると考える。さらに教育研究所など教育関連機関，児

童相談所,施設など民生関連機関もまた窓口として重要な役割を果たしていることに注目

すべきと考えられた。 


